
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改

正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
―
三
四
―
二
九

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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満

1
5
5
,
1
0
0

1
3
7
,
6
0
0

1
1
7
,
0
0
0

9
1
,
3
0
0

6
5
,
1
0
0

1
9
,
8
0
0

3
2

年
以
上

3
3

年
未
満

1
3
1
,
0
0
0

1
1
6
,
3
0
0

9
9
,
4
0
0

7
6
,
4
0
0

5
4
,
9
0
0

1
9
,
0
0
0

3
2

年
以
上

3
3

年
未
満

1
3
0
,
5
0
0

1
1
5
,
9
0
0

9
9
,
1
0
0

7
6
,
1
0
0

5
4
,
7
0
0

1
8
,
9
0
0

3
3

年
以
上

3
4

年
未
満

9
2
,
9
0
0

8
4
,
4
0
0

7
3
,
4
0
0

5
7
,
3
0
0

4
0
,
7
0
0

1
8
,
1
0
0

3
3

年
以
上

3
4

年
未
満

9
2
,
4
0
0

8
4
,
0
0
0

7
3
,
1
0
0

5
7
,
0
0
0

4
0
,
5
0
0

1
8
,
0
0
0

3
4

年
以
上

3
5

年
未
満

5
7
,
6
0
0

5
4
,
6
0
0

4
9
,
1
0
0

3
8
,
9
0
0

2
7
,
5
0
0

1
7
,
4
0
0

3
4

年
以
上

3
5

年
未
満

5
7
,
1
0
0

5
4
,
2
0
0

4
8
,
8
0
0

3
8
,
6
0
0

2
7
,
3
0
0

1
7
,
3
0
0

備
考

備
考

改

正

後

改

正

前

年
未
満

職
員
の
区
分

１
　
　
　
　
項
　
　
　
　
職
　
　
　
　
員

２
項
職
員

３
項
職
員

期
間
の
区
分

年
未
満

職
員
の
区
分

１
　
　
　
　
項
　
　
　
　
職
　
　
　
　
員

２
項
職
員

３
項
職
員

期
間
の
区
分

１
こ

の
表

に
お

い
て

期
間

の
区

分
欄

に
掲

げ
る

年
数

は
、

採
用

の
日

又
は

第
４

条
各

号
の

職
員

と
な

つ
た

日
以

後
の

期
間

を
示

す
。

２
こ

の
表

に
お

い
て

、
「

１
項

職
員

」
と

は
第

２
条

第
１

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
、

「
２

項
職

員
」

と
は

同
条

第
２

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
、

「
３

項
職

員
」

と
は

同
条

第
３

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
い

う
。

３
こ

の
表

に
お

い
て

、
「

１
種

」
と

は
第

２
条

第
１

項
第

１
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

２
種

」
と

は
同

項
第

２
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

３
種

」
と

は
同

項
第

３
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

４
種

」
と

は
同

項
第

４
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

５
種

」
と

は
同

項
第

５
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

い
う

。

１
こ

の
表

に
お

い
て

期
間

の
区

分
欄

に
掲

げ
る

年
数

は
、

採
用

の
日

又
は

第
４

条
各

号
の

職
員

と
な

つ
た

日
以

後
の

期
間

を
示

す
。

２
こ

の
表

に
お

い
て

、
「

１
項

職
員

」
と

は
第

２
条

第
１

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
、

「
２

項
職

員
」

と
は

同
条

第
２

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
、

「
３

項
職

員
」

と
は

同
条

第
３

項
の

官
職

を
占

め
る

職
員

を
い

う
。

３
こ

の
表

に
お

い
て

、
「

１
種

」
と

は
第

２
条

第
１

項
第

１
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

２
種

」
と

は
同

項
第

２
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

３
種

」
と

は
同

項
第

３
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

４
種

」
と

は
同

項
第

４
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

、
「

５
種

」
と

は
同

項
第

５
号

の
官

職
を

占
め

る
職

員
を

い
う

。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
三
四
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。


